
  ■私立幼稚園行政関連法規（管理編）

学校法人　
（学教法2条）

　　・宗教法人 1節～９節

　　・個人 ・理事会

・評議員会

　 〔認可〕

 　・寄附行為（私学法23条）

 　収益事業 　 ・寄附行為変更（私学法108条）

　（私学法19条） 　〔届出〕

　 ・役員変更（私学令6条2項）

　 〔教職員〕 　 ・登記完了（登記事項変更）（私学令6条1項）

 　・園長（学教則8、9条、9条の2） 　 ・寄附行為変更（私学法108条）

　 ・教頭（学教則10条） 　〔命令〕
　 ・教諭（教育職員免許法） 　・学校法人解散命令（私学法135条）

 　〔教育課程〕 　・収益事業停止命令（私学法134条）

 　・幼稚園教育要領（学教則76条） 　 〔その他〕
　　（平成10年文部省告示174号） 　・証明書交付（登免法4条）（学法以外も可）

　 〔編制、施設、設備等〕

　 ・幼稚園設置基準（学教法3条 　 〔認可〕

　　　　　　　　　　　　　　学教則74条） 　・設置、廃止（学教法4条）

 　　（昭和31年文部省令32号） 　・設置者変更（学教法4条）

　　　自己点検、自己評価、情報提供 　・収容定員に係る学則変更（学教法4条）

　　　幼保共用化、園舎面積、運動場面積 　〔届出〕
　　　保育室、遊戯室、教職員数 　・目的、名称、位置、学則（学教令27条の2）

　 〔その他〕 　　経費及び維持方法の変更

　 ・個人情報保護（個人情報保護法） 　・園地・園舎等の権利取得、処分

　 ・学校環境衛生（学校保健安全法3条） 　　現状の重要な変更（学教令27条の2）

　 ・健康診断（学校保健安全法6、8条） 　・園長変更（学教法10条）

諮問事項　　（私学法7条）
　　・学校の設置、廃止　　 　 〔報告〕
　　・設置者変更　　 　・報告の徴収（私学法6条）

　　・収容定員に係る学則変更 　 〔命令〕
　　・閉鎖命令 　・学校閉鎖命令（学教法13条）
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私　立　幼　稚　園
（学教法7章）

　略称
学教法⇒学校教育法
学教令⇒学校教育法施行令
学教則⇒学校教育法施行規則
私学法⇒私立学校法
私学令⇒私立学校法施行令
私学則⇒私立学校法施行規則
登免法⇒登録免許税法

所轄庁（大学等設置法人）

文部科学大臣
102条園

（学教法附則第6条（旧102条））

私 立 学 校 審 議 会

所轄庁
都道府県知事（大阪府では教育長へ委
任）

寄附行為
　　私学法3章


